
同 窓 会 規 約 

 

 (名称) 

第 １ 条 本会は、イムス横浜国際看護専門学校同窓会（愛称を「にすず会」という。） 

     と称する。 

(本部) 

第 ２ 条 本会を横浜市緑区長津田 6-20-24イムス横浜国際看護専門学校内に置く。 

(目的) 

第 ３ 条 本会は、会員相互の親睦と交流を図り、会員の社会的発展に資し、併せてイムス横浜国際

看護専門学校の発展に寄与することを目的とする。 

(事業) 

第 ４ 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １）会員の親睦及び福祉に関すること。 

     ２）会員の名簿及び会誌等の発行。 

     ３）イムス横浜国際看護専門学校の後援に関すること。 

     ４）その他、本会の目的達成のために必要な諸事業。 

(会員) 

第 ５ 条 本会は次の会員で組織する。 

     １）正 会 員 イムス横浜国際看護専門学校卒業生 

      ２）準 会 員 イムス横浜国際看護専門学校在校生 

      ３）特別会員 イムス横浜国際看護専門学校現教職員及び役員会が承認した旧職員 

    ２ 会員名簿を作成し、個人情報保護の下事務局が管理する。 

 (役員) 

第 ６ 条 本会に次の役員を置く。 

      １）名誉会長   1名 名誉会長はイムス横浜国際看護専門学校 学校長とする。 

２）会  長 １名 

      ３）副 会 長  1名 

      ４）会   計 ２名 

     ５）会計監査 ２名 会計監査 1名はイムス横浜国際看護専門学校 事務長とする。 

     ６）顧  問 １名 顧問はイムスグループの看護部長とする。 

     ７）一般役員 ４名 同窓会総会にて選出する。 

 (役員の任務) 

第 ７ 条 役員の任務は次のとおりとする。 

      １）会長は本会を代表し、会務を総括する。 

      ２）副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

３）会計は会計を処理する。 

４）会計監査は、会計の状況及び事業監査を行う。 

(役員の選出) 

第 ８ 条 役員は正会員役員より推薦し、総会に諮り決定する。 



    ２ 会長、副会長、会計、会計監査は、役員会で推薦し総会で選出する。 

(役員の任期) 

第 ９ 条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

(職員) 

第１０条 本会に職員を置くことができる。 

(会議の種別) 

第１１条 本会の会務は、通常総会、臨時総会、役員会、各委員会とする。 

(総会) 

第１２条 総会は、会長がこれを招集する。 

      １）通常総会は、毎年１回招集する。 

      ２）臨時総会は、会長または役員が必要と認めた時は、いつでも招集する 

ことができる。 

      ３）会長は、正会員総数の５分の１以上から会議に付議すべき事項を示して 

総会の招集を請求された時は、その請求があった日から１ヶ月以内に臨 

時総会を招集しなければならない。 

      ４）総会は役員及び年会費を支払った正会員の過半数の出席（委任状含む）を 

必要とする。 

      ５）総会の議長は、その都度出席役員より選出する。 

      ６）総会の議決は出席者（委任状含む）の過半数を必要とする。 

      ７）特に緊急を要するときは、役員の書面審議で総会にかえることができる。 

 

(総会の招集・審議) 

第１３条 通常総会は、本会の議決機関であり、毎年３年に１回開催し、次の事項を審議決定する。 

      １）役員の選任 

      ２）前年度の事業報告、収支決算の承認 

      ３）当年度の事業計画、収支予算の承認 

      ４）その他、本会の運営に関する必要事項 

   ２ 臨時総会は必要に応じて会長または役員が招集する。 

   ３ 収支の報告は毎年学校ホームページにて行う。 

(役員会の構成及び運営) 

第１４条 役員会の構成及び運営は次のとおりとする。 

      １）会長、副会長、会計、会計監査をもって構成する。 

      ２）役員会の開催は構成員の３分の１以上の出席を必要とする。 

      ３）役員会の議事は出席者の過半数をもって決議する。 

(役員会の招集)   

第１５条 役員会は必要に応じ開催する。ただし、構成員の３分の１以上の要請があった場合、 

会長は速やかに招集開催する。 

   ２ 役員会は、事業の執行上必要な事項についての議決機関であり、次の事項を審議する。 

      １）総会の議案に関する事項 



      ２）本会に必要な細則に関する事項 

      ３）その他関係事項 

(会計年度) 

第１６条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

(会費) 

第１７条 会員は会費を納めるものとする。その会費の金額及び納入方法は次に定める。    

   ２ 正会員の会費の納入は、卒業時に納入し、年会費は総会にて回収または振込とする。 

 

会員種別 会  費 納入方法 

正会員 

入会金 ３，０００円 振込 

1，０００円／年 
総会 

振込 

準会員     ０円  

特別会員     ０円  

     ※令和 7 年 11 月時点では同窓会の運営はこれまでの同窓会費にて滞りなく行える状況

であるため、令和 10年度までは正会員の年会費 1000円は徴収しない。 

(規約の改正) 

第１８条 規約の改正は役員会の議を経てこれを発議し、総会出席者の３分の２以上の賛成をもっ

て行われる。 

 

附    則 １．本規約は、平成 25年 1月１日より暫定施行し、平成 25年 4月 1日施行する。 

2.  本規約は、令和 6年 10月 26日より施行する。 

3.  本規約は、令和 7年 11月 22日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イムス横浜国際看護専門学校同窓会 慶弔に関する内規 

  

 イムス横浜国際看護専門学校同窓会慶弔等について、以下のとおり内規する。 

（目的） 

第 １ 条 この内規は、同窓会会則第３条及び第４条の親睦及び福祉に関することを目的とする。 

（適応範囲） 

第 ２ 条 会員（正会員、特別会員）とする。 

（お祝い） 

第 ３ 条 準会員の入学式には花束、卒業式には花束と記念品を贈る。 

（取りまとめ） 

第 ４ 条 同窓会会長が調整して、円滑にその目的を達成する。 

（内規の改正） 

第 ５ 条 この内規に疑義がある場合、その期を待つことなく役員会において、改定する 

ことができる。 

 

附則 

この内規は、平成 25年 4月 1日より施行する。 

この改正内規は、令和 6年 10月 26日より施行する。 

この改正内規は、令和 7年 11月 22日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



卒業生名簿変更依頼書  

※氏名・住所・勤務先等が変更になった場合はお届けください。  

            

平成   年   月   日現在 

１．個人情報保護法により下記事項以外に利用することはありません。 

  ①同窓会名簿として、同窓会の案内送付 

 ②学校よりの連絡 

                                                   イムス横浜国際看護専門学校 

登録番号 (事務局

用) 

 

学籍番号  

 変  更  後 変  更  前 

氏  名   

住  所   

連 絡 先 

電話番号 
  

勤務先名   

備 考   

実家住所   


